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議案第６６号 

 

令和５年度千早赤阪村一般会計補正予算（第９号） 

 

令和５年度千早赤阪村の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，０２３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，０２８，０７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び廃止は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和５年１２月５日提出 

 

 千早赤阪村長 南本 斎   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　１　歳　入 (単位 : 千円)

14 使用料及び手数料 22,282 1,347 23,629

1 使用料 9,509 1,347 10,856

15 国庫支出金 373,362 39,435 412,797

1 国庫負担金 221,515 29,883 251,398

2 国庫補助金 150,173 9,552 159,725

16 府支出金 257,774 4,922 262,696

1 府負担金 127,111 5,131 132,242

2 府補助金 105,195 △209 104,986

17 財産収入 3,691 287 3,978

2 財産売払収入 1,050 287 1,337

19 繰入金 295,868 794 296,662

1 基金繰入金 295,868 794 296,662

21 諸収入 64,633 8,038 72,671

3 雑入 53,835 8,038 61,873

22 村債 608,400 △27,800 580,600

1 村債 608,400 △27,800 580,600

4,001,048 27,023 4,028,071

計

 第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　２　歳　出 (単位 : 千円)

1 議会費 69,745 619 70,364

1 議会費 69,745 619 70,364

2 総務費 921,325 8,459 929,784

1 総務管理費 839,186 8,314 847,500

2 徴税費 64,883 4 64,887

4 選挙費 10,173 141 10,314

3 民生費 871,718 35,633 907,351

1 社会福祉費 687,714 35,037 722,751

2 児童福祉費 183,890 596 184,486

4 衛生費 433,058 4,105 437,163

1 保健衛生費 323,286 4,105 327,391

5 農林水産業費 126,659 △2,600 124,059

2 林業費 30,178 △2,600 27,578

6 商工費 72,014 2,131 74,145

1 商工費 72,014 2,131 74,145

7 土木費 355,174 2,629 357,803

1 土木管理費 114,137 2,130 116,267

3 都市計画費 144,884 499 145,383

8 消防費 345,390 △42,352 303,038

1 消防費 345,390 △42,352 303,038

9 教育費 369,894 568 370,462

1 教育総務費 207,339 66 207,405

2 小学校費 35,515 272 35,787

4 社会教育費 31,043 △203 30,840

5 保健体育費 76,580 433 77,013

10 災害復旧費 57,442 17,831 75,273

3 文教施設災害復旧費 18,089 17,831 35,920

4,001,048 27,023 4,028,071

補 正 額 計
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款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



追加

款

４　衛生費 １ 保健衛生費 自動火災報知設備受信機改修工事 １０，７８０千円

１０，７８０千円合　　　　　　　　計
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第　２　表　　繰 越 明 許 費 補 正

項 金　　額事　業　名



第　３　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

追加

５０７，４９３千円合　　　　　　　　計

限　　度　　額

５００，０００千円

小 学 校 教 師 用 指 導 書 等 購 入 業 務 令和６年度

期　　　　間

令和６年度から
令和７年度まで

事　　　　　項

金 剛 山 ロ ー プ ウ ェ イ 撤 去 工 事
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５，６３４千円

千 早 赤 阪 村 Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー プ ー ル
テ ン ト 脱 着 及 び プ ー ル 清 掃 業 務

令和６年度 １，８５９千円



追加

千円 年％以内 年以内 年以内

５．０

廃止

千円 年％以内 年以内 年以内

５．０

第　４　表　　地 方 債 補 正

限度額 左のうち
据置期間

償 還
方 法

補　　　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　　　前

起債の方法
そ の 他

起 債 の 目 的

(ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合は、利率
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率)

政　  　府
 

地方公共団
体金融機構

   
そ  の  他

償 還
期 限

資 金
区 分

利率

償        還        の        方        法
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普通貸借
(証書借入)
又　　は
証券発行

政府資金につい
ては、その融資
条件により、そ
の 他 の 場 合 に
は、その債権者
と協定するもの
に よ る 。 た だ
し、村財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し、もし
くは繰上償還又
は借換えするこ
とができる。

半年賦又は
年賦元利均
等、元金均
等又は満期
一括償還

5

梯子車購入事業

指令センター広域化
改修事業

2,500 

40,100 

30

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利率

償        還        の        方        法

資 金
区 分

償 還
期 限

左のうち
据置期間

償 還
方 法

そ の 他

普通貸借
(証書借入)
又　　は
証券発行

政　  　府
 

地方公共団
体金融機構

   
そ  の  他

10 2

半年賦又は
年賦元利均
等、元金均
等又は満期
一括償還

政府資金につい
ては、その融資
条件により、そ
の 他 の 場 合 に
は、その債権者
と協定するもの
に よ る 。 た だ
し、村財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し、もし
くは繰上償還又
は借換えするこ
とができる。

教育施設災害復旧事
業

14,800 

(ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合は、利率
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率)



千円

資 金
区 分

起債の方法

補　　　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　　　後

そ の 他
左のうち
据置期間

償 還
方 法

限度額 償 還
期 限

― ― ―

利率
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――

備考

大阪南消防
組合にて起
債すること
になったた
め。

―

償        還        の        方        法

― ―



 



 １　総　括
（単位 : 千円）

14 使用料及び手数料 22,282 1,347 23,629

15 国庫支出金 373,362 39,435 412,797

16 府支出金 257,774 4,922 262,696

17 財産収入 3,691 287 3,978

19 繰入金 295,868 794 296,662

21 諸収入 64,633 8,038 72,671

22 村債 608,400 △27,800 580,600

4,001,048 27,023 4,028,071
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  款 計補正前の額 補　正　額

　　（歳　入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　　入　　合　　計







2  歳　入
(款)14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

 1 総務使用料 79 5 84

 3 土木使用料 4,743 1,342 6,085

9,509 1,347 10,856

(款)15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

 1 民生費国庫負担金 172,550 10,265 182,815

 4 災害復旧費国庫負担金 0 19,618 19,618

221,515 29,883 251,398

(款)15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

 1 総務費国庫補助金 80,115 6,528 86,643

 2 民生費国庫補助金 26,761 3,024 29,785

150,173 9,552 159,725

(款)16 府支出金 (項) 1 府負担金

 1 民生費府負担金 115,255 5,131 120,386

127,111 5,131 132,242

(款)16 府支出金 (項) 2 府補助金

 2 民生費府補助金 54,136 △209 53,927

105,195 △209 104,986

(款)17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

 1 不動産売払収入 1,050 287 1,337

1,050 287 1,337

一般会計

計

計

計補正前の額 補　正　額目

計

計補正前の額 補　正　額目

計

計補正前の額 補　正　額目

計

計補正前の額 補　正　額目

計

計補正前の額 補　正　額目
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目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

 1 総務使用料 5 行政財産使用料

 3 バス使用料 1,342 バス使用料

（単位：千円）

 1 社会福祉費負担金 10,265 障害児施設措置費負担金 6,020

障害福祉サービス等負担金 4,235

産前産後保険料負担金 10

 1 災害復旧費負担金 19,618 公立学校施設災害復旧費負担金

（単位：千円）

 1 総務費補助金 6,528 住民記録システム改修費補助金

 1 社会福祉費補助金 1,389 障がい者総合支援事業費補助金

 2 介護保険費補助金 880 介護保険事業費補助金

 3 児童福祉費補助金 755 安心こども基金特別対策事業費補助金

（単位：千円）

 1 社会福祉費負担金 5,131 障害児施設措置費負担金 3,009

障害福祉サービス等負担金 2,117

産前産後保険料負担金 5

（単位：千円）

 3 児童福祉費補助金 △209 安心こども基金特別対策事業費補助金

（単位：千円）

 1 不動産売払収入 287 不動産売払収入

説　　   明
区　　分 金　額

節

説　　   明
区　　分 金　額

節

説　　   明
区　　分 金　額

節

説　　   明
区　　分 金　額

節

説　　   明
区　　分 金　額

節
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区　　分
説　　   明

節

金   額



(款)19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

 1 財政調整基金繰入金 123,129 3,394 126,523

11 森林環境譲与税基金繰入金 20,747 △2,600 18,147

295,868 794 296,662

(款)21 諸収入 (項) 3 雑入

 1 雑入 53,835 8,038 61,873

53,835 8,038 61,873

(款)22 村債 (項) 1 村債

 7 消防債 183,300 △42,600 140,700

 9 災害復旧債 0 14,800 14,800

608,400 △27,800 580,600

一般会計

計

計

計補正前の額 補　正　額目

計

計補正前の額 補　正　額目
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補正前の額目 補　正　額 計



（単位：千円）

 1 財政調整基金繰入 3,394 財政調整基金繰入金

金

 1 森林環境譲与税基 △2,600 森林環境譲与税基金繰入金

金繰入金

（単位：千円）

 1 雑入 8,038 児童手当交付金追加交付金 127

千早線バス運行経費収支差額 7,911

（単位：千円）

 1 消防債 △42,600 梯子車購入事業債 △2,500

指令センター広域化改修事業債 △40,100

 3 公立学校施設災害 14,800 教育施設災害復旧事業債

復旧債

説　　   明
区　　分 金　額

節

区　　分

説　　   明
区　　分 金　額

節
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説　　   明

節

金   額























 



給与費明細書



報　酬 給　料
期末
手当

地域
手当

その他
の手当

計

長　等 3 23,520 10,514 1,412 377 35,823 6,959 42,782

議　員 7 26,040 10,981 37,021 7,949 44,970

その他
特別職

28 2,751 2,751 2,751

計 38 28,791 23,520 21,495 1,412 377 75,595 14,908 90,503

長　等 3 23,520 10,514 1,412 377 35,823 6,959 42,782

議　員 7 26,040 10,981 37,021 7,949 44,970

その他
特別職

28 2,751 2,751 2,751

計 38 28,791 23,520 21,495 1,412 377 75,595 14,908 90,503

長　等

議　員

その他
特別職

計

(注)

職員数
(人）

補
正
後

補
正
前

      給　 与　 費　 明 　細　 書

１．特別職

区　分

給　 　　　与　　　 　費

共済費 合　計

（単位：千円）

　 農業委員会１４人、教育委員会４人である。

１ 長等の欄は、村長、副村長、教育長である。

２ 議員の欄は、村議会議員である。

３ その他特別職の欄は、監査委員２人、選挙管理委員会５人、固定資産評価審査委員会３人、

比
　
較
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補正後 - - 13,492 - -

-

 ※ 職員数欄（　）内は、暫定再任用短時間職員、任期付短時間職員及びパートタイム会計年度任用職員数を外書き
 ※ 職員手当は児童手当を除く

 ※ 職員数欄（　）内は、暫定再任用短時間職員及び任期付短時間職員を外書き
 ※ 職員手当は児童手当を除く

比　較 - - - - -

時間外
勤務手当

管理職特別
勤務手当

期末手当
単身赴任
手当

退職手当

546 1,380

職員手当
の内訳

ア　会計年度任用職員以外の職員

イ　会計年度任用職員

比　較 - - 71 - -
補正前 - - 13,421 - -

補正後 - - - - -

区　　分

区　　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手当

比　較 0(1) 763 - 71 834
 ※ 職員数欄（　）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き
 ※ 職員手当は児童手当を除く

-
補正前 - - - - - -

補正後 0(50) 74,244 - 13,492 87,736 12,070 99,806
補正前 0(49) 73,481 - 13,421 86,902 11,524 98,426

（単位：千円）

区　分
職員数 給　　与　　費

共 済 費 合　計
(人) 報酬

比　較 923 0 0 - 0

給料 職員手当 計

職員手当
の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当

補正前 23,523 1,696 137,390 - 2,238
補正後 24,446 1,696 137,390 - 2,238

補正前 10,414 18,933 14,592 5,147 7,881 12
補正後

0

区　　分
時間外
勤務手当

管理職特別
勤務手当

期末勤勉
手当

単身赴任
手当

退職手当

比　較 39 170 0 233 37

10,453

補正前 86(7) - 317,651 221,826 539,477 110,351 649,828
0 4,212

通勤手当
特殊勤務
手当

比　較 1(0) - 2,810 1,402 4,212

1219,103 14,592 5,380 7,918

職員手当 計

補正後 87(7) - 320,461 223,228 543,689

（単位：千円）

区　分
職員数 給　　与　　費

共 済 費 合　計
(人) 報酬 給料

110,351 654,040

比　較 923 0 71 - 0
補正前 23,523 1,696 150,811 - 2,238
補正後 24,446 1,696 150,882 - 2,238

区　　分
時間外
勤務手当

管理職特別
勤務手当

期末勤勉
手当

単身赴任
手当

退職手当

7,881 12
比　較 39 170 0 233 37 0

通勤手当
特殊勤務
手当

補正後 10,453 19,103 14,592 5,380 7,918 12

職員手当
の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当

補正前 10,414 18,933 14,592 5,147

補正後 87(57) 74,244 320,461 236,720 631,425

546 5,592比　較 1(1) 763 2,810 1,473 5,046

122,421 753,846
補正前 86(56) 73,481 317,651 235,247 626,379 121,875 748,254

２．一般職
（１）総括 （単位：千円）

区　分
職員数 給　　与　　費

共 済 費 合　計
(人) 報酬 給料 職員手当 計
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採用による増 2,810

ウ　会計年度任用職員

その他の
増減分

1,402

職員手当 1,402 

制度改正
に伴う
増減分

給　料 2,810 

その他の
増減分

2,810

（単位：千円）

給　料

その他の増 71

増減事由別内訳 説　　　　明 備　考

その他の
増減分

71

職員手当 71 

制度改正
に伴う
増減分

その他の
増減分

763

報　酬 763 
採用による増
その他の増

2,810 

給与改定
に伴う
増減分

2,810

区　分 増減額

イ　会計年度任用職員以外の職員

給与改定
に伴う
増減分

昇給に伴う
増加分

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明
（単位：千円）

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

ア　全職員
区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明 備　考

（単位：千円）

その他の
増減分

763

報　酬 763 

報酬改定
に伴う
増減分

採用による増 418
その他の増 345

昇給に伴う
増加分

その他の
増減分

1,473

制度改正
に伴う
増減分

報酬改定
に伴う
増減分

備　考

採用による増 479

その他の増 994

採用による増 2,810

職員手当 1,473 
その他の
増減分

418
345

採用による増

その他の増

479

923
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1

3

1

補正後

区　　分

補正前

0.0

14.3

57.1

7

―

1

0

1

4

計

―

1

0

1

4

1

0

計100

5.8

16.3

8.1

11.6

5.8

16.1

8.0

2

7

6

5

任期付職員行　政　職

7

6

構成比
（％）

7

6

5

4

5

14

7

9

18

18

級 級
職員数
（人）

10.3

20.7

20.7

4

―

職員数
（人）

　ウ　級別職員数

0.0

100

―

14.3

57.1

14.3

0.0

14.3

0.0

14.3

1

5

4

3

2

1

計

16

87

5

14

7

10

高校卒 154,600 154,600

大学卒 185,200 185,200

　イ　初任給

区　分 行政職（円）
国の制度（円）

行政職（円）

262,667

平均年齢（歳） 42歳1月 64歳11月

※ 任期付職員とは、一般職の職員の給与に関する条例第3条の3給料表の適用を受ける職員【以下同じ】

※ 平均給与月額は、給料、職員手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当）の平均値

41歳11月 65歳0月

補正前

平均給料月額（円）

86

288,411

7

238,226

平均給与月額（円） 341,622

補正後

平均給料月額（円）

87

287,787

7

238,226

平均給与月額（円） 340,846 262,667

平均年齢（歳）

　ア　職員１人当たり給与

区　　　　　分 職員数 行　政　職 職員数 任期付職員

（３）給料及び職員手当の状況

構成比
（％）

2

100

14.3

計

19

12

86

3 19 22.1

0

7

22.1

14.0

100

7

6

5

4

3

2

118.4
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（級別の標準的な職務内容）

区　分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級

行　政　職

主事、技
師、主事補
又は技師補
の職務

相当の経験
を必要とす
る主事又は
技師の職務

主査の職務 係長の職務 課長代理の
職務

課長の職務 部長の職務

任期付職員

主事又は技
師の職務

相当の経験
を必要とす
る主事又は
技師の職務

主査の職務 係長又は相
当の経験を
必要とする
主査の職務

課長代理の
職務

課長の職務

―

※4級は係長級を含む

 (単位：人）

補正前

84.9%比率（Ｂ）/（Ａ）（％）

代表的な職種

行　政　職
区　　　　　　分

87

70

0

2

3

65

80.5%

86

73

0

3

比率（Ｂ）/（Ａ）（％）

職 　員　 数  　 (Ａ）

昇給に係る職員数（Ｂ）

　1号級

　2号級

　3号級号級数別
内訳

　5号級 0

　6号級 0

　4号級 68

2

補正後 号級数別
内訳

　5号級

　6号級

　エ　昇給

職 　員　 数  　 (Ａ）

昇給に係る職員数（Ｂ）

　1号級

0

0

　3号級

　2号級

　4号級
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（単位：月分）

支給期別支給率

6月 12月

(1.15) (1.15) (2.3)

2.2 2.2 4.4

(1.15) (1.15) (2.3)

2.2 2.2 4.4

(1.15) (1.15) (2.3)

2.2 2.2 4.4

※（　）は再任用職員の支給率

（単位：月分）

　ク　特殊勤務手当

支給率計

国の制度
(支給率等)

24.586875 33.27075 47.709 47.709

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

24.586875 33.27075

２５年勤続
の者

住　居　手　当 同じ

通　勤　手　当 同じ

有

有

補正後

補正前

国の
制度

有

　ケ　その他の手当

区　　　　分 国の制度との異同

扶　養　手　当 同じ

支 給 総 額 に 対 す る 比 率 0.002%

支 給 対 象 職 員 の 比 率 1.1%

代表的な特殊勤務手当の名称
動物（犬、猫）の死体を処理する作業に従事する
職員の特殊勤務手当

支 給 対 象 職 員 数 89人

国の指定基準に基づく支給率 6%

＊2％～45％　加算

２０年勤続
の者

支 給 率 6%

　オ　期末手当・勤勉手当

職制上による段階、職務の
級等による加算措置

区　分

　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域 全地域

47.709

３５年勤続
の者

その他の加算措置等

＊2％～20％　加算

定年前早期退職特例措置
支給率等 47.709

区　分 最高限度

定年前早期退職特例措置

-33-


